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○名取市地域生活支援事業実施要綱 

平成１８年９月２９日 

名取市告示第９８号 

目次 

第１章 総則（第１条―第１０条） 

第２章 意思疎通支援事業（第１１条―第１３条） 

第３章 移動支援事業（第１４条―第１６条） 

第４章 地域活動支援センター事業（第１７条・第１８条） 

第５章 訪問入浴サービス事業（第１９条―第２３条） 

第６章 日中一時支援事業（第２４条・第２５条） 

第７章 雑則（第２６条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第

４条第１項に規定する障害者及び同条第２項に規定する障害児（以下

「障害者等」という。）が、自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態

による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るこ

とを目的とし、法第７７条の規定による地域生活支援事業（以下「事

業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平２３告示１４・平２５告示６０・令２告示５５・一部改正） 

（事業内容） 

第２条 この要綱に定める事業は、地域生活支援事業の実施について（平

成１８年８月１日付障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。）に規定する次の各

号に掲げるものとする。 

(１) 意思疎通支援事業 
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(２) 移動支援事業 

(３) 地域活動支援センター事業 

(４) 訪問入浴サービス事業 

(５) 日中一時支援事業 

（平２５告示６０・一部改正） 

（事業の対象者） 

第３条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するも

のでその者又はその者の保護者が市内に居住地（居住地を有しないと

き、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。）を有するものと

する。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの 

(２) 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日発厚生事務次官通知）

第５第２項の規定により、療育手帳の交付を受けている者又は療育

手帳の交付を受けない児童で、早期の療育が必要と市長が判断した

もの 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第５条に規定する者（発達障害者支援法（平成１６年法

律第１６７号）第２条第２項に規定する発達障害者を含む。） 

(４) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条

第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度（平成２５年厚生

労働省告示第７号）である者（以下「難病患者等」という。） 

２ 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、

法第１９条第３項に規定する特定施設入所者であって同項に規定する

特定施設への入所前に有した居住地（同項に規定する継続入所障害者

にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以

下「住所地特例地」という。）が市内にあるものは、この事業の対象

とする。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内で

ある者は、この事業の対象としない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、こ

の事業の対象とする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、訪問入浴サービス事業の対象者につい

ては、別に定める。 

（平２３告示１４・平２５告示６０・令２告示２１１・令７告示

８８・一部改正） 

（給付の申請） 

第４条 この事業を利用しようとする者又はその保護者（以下「申請者」

という。）は、名取市地域生活支援事業給付申請書を市長に提出しな

ければならない。この場合において、前条第１項第４号に規定する者

については、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証の写し等を添付

するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、障害者等の心身の状況、その

置かれている環境等勘案事項整理表により調査するものとする。 

（平２５告示６０・一部改正） 

（支給の決定） 

第５条 前条第１項の規定による申請があったときは、市長は事業の種

類ごとに月又は年を単位として申請した日が属する年度を越えない範

囲内において支給量を定め、支給の決定（以下「支給決定」という。）

を行い、名取市地域生活支援事業支給決定書により当該申請者に通知

するものとし、名取市地域生活支援事業受給者証（以下「受給者証」

という。）を交付するものとする。 

２ 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援事業サービスの提供事業

者（以下「サービス提供事業者」という。）及び場所を指定すること

ができるものとする。 

（令２告示５５・一部改正） 

（支給決定の変更） 
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第６条 支給決定を受けた者又はその保護者（以下「利用者」という。）

は、現に受けている支給決定にかかる事業の種類及び支給量を変更す

る必要があるときは、市長に対し、当該支給決定の変更の申請をする

ことができる。 

２ 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、支給決定

の変更の決定を行うことができる。 

（令２告示５５・一部改正） 

（支給決定の取り消し） 

第７条 市長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すものと

する。 

(１) 利用者が事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。 

(２) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認め

られるとき（住所地特例地が市内であるときを除く。）。 

(３) 利用者が不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。 

(４) その他市長が必要と認めたとき。 

（令２告示５５・一部改正） 

（利用の契約） 

第８条 利用者は、サービス提供事業者から事業を受けようとするとき

は、受給者証を提示し、利用の契約をするものとする。 

（費用の負担） 

第９条 利用者は、利用者負担額として、別表第１に定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該事業に係るサービスに要した費

用の額を超えるときは、当該現に当該事業に係るサービスに要した費

用の額。以下「算定額」という。）の１００分の１０に相当する額を

サービス提供事業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）による被保護世帯又は市民税非課税世帯に

属する利用者の場合は、利用者負担額を無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業の利用者負担額は次の各

号の定めるところによる。 
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(１) 意思疎通支援事業の利用者負担額は、無料とする。 

(２) 訪問入浴サービス事業の利用者負担額は、算定額から身体障害

者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関

する基準（平成１５年厚生労働省告示第４１号）の別表第１に掲げ

る身体障害者デイサービス１日当たり（所要時間４時間未満の場合）

の負担基準額を差し引いた額とする。 

３ 市長は、サービス提供事業者から事業に係る費用の請求があったと

きは、算定額から前２項の規定により利用者がサービス提供事業者に

支払った金額を控除した金額をサービス提供事業者に支払うものとす

る。 

４ 市長は、サービス提供事業者が、不正な行為により費用の支払を受

けたときは、費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（平２３告示１４・平２３告示５３・平２５告示６０・令２告示

５５・一部改正） 

（利用者負担の特例等） 

第９条の２ 法第３１条の規定の適用については、別表第２に定めると

ころによるものとする。 

２ 前項の適用を受けようとする利用者は、名取市地域生活支援事業利

用者負担額減額・免除申請書に受給者証その他市長が必要と認める書

類を添えて、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

別表第２に掲げる特例の範囲に該当するかどうかの可否を決定するも

のとする。 

４ 前項の可否を決定した場合は、その旨を申請をした者に通知すると

ともに、名取市地域生活支援事業利用者負担額減額・免除認定証を交

付するものとする。 

（平２３告示５３・追加、令２告示５５・一部改正） 

（利用者からの実費等の受領） 

第１０条 サービス提供事業者は、光熱水費、食材料費その他の日常生
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活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に

負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けるこ

とができるものとする。この場合において、サービス提供事業者は、

利用者に事前に説明し、利用者の同意を得なければならない。 

２ サービス提供事業者は、前項の費用を定めたときは、市長に報告し

なければならない。 

第２章 意思疎通支援事業 

（平２５告示６０・改称） 

（目的） 

第１１条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障

害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等（以下「聴覚障

害者等」という。）に、手話通訳、要約筆記等の方法により、聴覚障

害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者及び要約筆記者

（以下「手話通訳者等」という。）の派遣並びにタブレット端末等を

用いた遠隔手話通訳サービスを行い、意思疎通の円滑化を図ることを

目的とする。 

（平２５告示６０・令２告示２１１・一部改正） 

（派遣等対象者） 

第１２条 手話通訳者等の派遣等を受けることができる者は、第３条に

定めるもののほか、市役所等公的機関及び医療機関に赴いての用務等

社会生活上必要不可欠な用務の場合で、適当な意思伝達の仲介機能の

任に当たる者が得られない市内に居住地を有する聴覚障害者等及び会

合等を主催する地方公共団体等とする。 

（令２告示２１１・一部改正） 

（派遣等を受ける時間） 

第１３条 手話通訳者等の派遣等を受ける時間は、午前９時から午後５

時までの間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、手話通訳者

等の承認を受けて、派遣等を行う時間を変更することができる。 

（令２告示５５・令２告示２１１・一部改正） 
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第３章 移動支援事業 

（目的） 

第１４条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等について、

外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会

参加を促すことを目的とする。 

（対象者） 

第１５条 移動支援事業の対象者は、第３条に定めるもののほか、社会

生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出（通

院、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる

外出及び社会通念上適当でない外出を除き、１日の範囲内で用務を終

えるものに限る。）に移動の支援の必要があると市長が認めたものと

する。ただし、法第２２条第１項の規定により、介護給付費における

重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援の支給

決定を受けた者（市長が必要と認めた者を除く。）を除くものとする。 

（令２告示５５・一部改正） 

（支給量の上限） 

第１６条 市長は、第５条の規定により支給決定を行うにあたって、支

給量の上限を月４０時間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、

この限りでない。 

（令２告示５５・一部改正） 

第４章 地域活動支援センター事業 

（目的） 

第１７条 地域活動支援センター事業は、障害者等を通わせ創作的活動、

生産活動、機能訓練、社会との交流促進、社会適応訓練及び入浴等の

サービスを行い、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的と

する。 

第１８条 削除 

（平２５告示６０） 

第５章 訪問入浴サービス事業 
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（目的） 

第１９条 訪問入浴サービス事業は、居宅において入浴の困難な者に対

し、入浴サービスを行うことにより、当該者の身体の清潔の保持、心

身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２０条 訪問入浴サービス事業の対象者は、市内に住所を有する者（介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条第１０項の規定により

要介護と認められた者及び同法第３２条第６項の規定により要支援と

認められた者を除く。）であって、原則として在宅の重度身体障害者

又は難病患者等のうち、医師が入浴可能と認め、かつ、家族等の付添

いが得られるものとする。 

（平２５告示６０・一部改正） 

（事業の内容） 

第２１条 訪問入浴サービス事業は、次のとおりとする。 

(１) 洗髪、洗体及び洗顔 

(２) 衣類の着脱に関する介助 

(３) 入浴及び清拭に関する指導 

(４) その他入浴及び清拭の実施に必要な業務 

（利用回数） 

第２２条 訪問入浴サービス事業の利用回数は、１月に６回までとする。

ただし、毎年６月から当該年の９月までの間にあっては１月に８回ま

でとする。 

２ 前項の回数を算定する場合、利用者の身体状況等により入浴に代え

て清拭を行ったときは、これを１回とする。 

（令２告示５５・一部改正） 

（利用の中止） 

第２３条 サービス提供事業者は、利用者が現に訪問入浴サービス事業

を利用しようとする場合に、当該利用者の身体状況等により、訪問入

浴サービス事業を中止することができる。 
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第６章 日中一時支援事業 

（目的） 

第２４条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確

保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護してい

る家族の一時的な休息を目的とする。 

（対象者） 

第２５条 日中一時支援事業の対象者は、第３条に定めるもののほか、

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必

要と市長が認めたものとする。 

第７章 雑則 

（委任） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、附則第

２項第３号の規定は、平成１９年４月１日から施行する。 

（名取市訪問入浴サービス事業実施要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(１) 名取市訪問入浴サービス事業実施要綱（平成１２年名取市告示

第２４号） 

(２) 名取市併設型知的障害者デイサービス事業費補助金交付要綱

（平成１７年名取市告示第２２号） 

(３) 名取市タイムケアサービス事業実施要綱（平成１８年名取市告

示第３５号） 

附 則（平成１８年１２月２７日告示第１２８号） 

この告示は、平成１９年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日告示第４６号） 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２３年３月２８日告示第１４号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年７月１５日告示第５３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の名取市地域生活支援事業補助金交付要綱の

規定は、平成２３年３月１日以後の利用に係る補助金について適用し、

同日前の利用に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年６月５日告示第６０号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年６月２３日告示第５７号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年４月１５日告示第４７号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域生活支援事業

補助金交付要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第７５号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１０月３１日告示第７２号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域生活支援事業

補助金交付要綱の規定は、令和元年１０月１日から適用する。 

附 則（令和２年３月３１日告示第５５号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２８日告示第２１１号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和３年５月３１日告示第８８号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域生活支援事業

実施要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月３１日告示第５６号） 
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この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日告示第１１１号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１日告示第８８号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第９条関係） 

（令５告示５６・全改、令６告示１１１・令７告示８８・一部改

正） 

事業の種類 基準額 備考 

意思疎通支援 １ 手話通訳の場合 

１時間当たり２，０００円に派遣人数

及び派遣時間数を乗じて得た額並びに派

遣に要する交通費実費（自家用車の場合

走行距離に１キロメートル当たり３７円

を乗じて得た額（１円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てる。）） 

２ 要約筆記の場合 

１時間当たり２，０００円に派遣人数

及び派遣時間数を乗じて得た額並びに派

遣に要する交通費実費（自家用車の場合

走行距離に１キロメートル当たり３７円

を乗じて得た額（１円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てる。）） 

３ 遠隔手話通訳サービスの場合 

１時間当たり２，０００円に派遣人数

及び派遣時間数を乗じて得た額並びに派

遣に要する交通費実費（自家用車の場合

走行距離に１キロメートル当たり３７円

を乗じて得た額（１円未満の端数が生じ
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たときは、これを切り捨てる。）） 

移動支援 １ 個別支援型の場合（障害者等１人に

対し、支援を行うもの。） 

（１） 身体介護を伴う場合 

ア 所要時間３０分以下の場合 ２，

５６０円 

イ 所要時間３０分を超えて１時間

以下の場合 ４，０４０円 

ウ 所要時間１時間を超える場合 

５，８７０円に所要時間１時間から

計算して所要時間３０分を増すご

とに８３０円を加算した額 

（２） 身体介護を伴わない場合 

ア 所要時間３０分以下の場合 １，

０６０円 

イ 所要時間３０分を超えて１時間

以下の場合 １，９７０円 

ウ 所要時間１時間を超える場合 

２，７５０円に所要時間１時間から

計算して所要時間３０分を増すご

とに６９０円を加算した額 

２ グループ支援型の場合（複数の障害

者等に対し、同時に支援を行うもの。

ただし、サービスを受ける障害者等の

数を当該サービスに従事するサービス

提供事業者の従業者（以下「従業者」

という。）の数で除して得た数が３未

満のものに限る。） 

（１） 身体介護を伴う場合 

仙台市又

は多賀城市

に所在する

事業所の場

合は、別に

定める割合

を乗じて得

た額（１円

未満の端数

が生じたと

きは、これ

を切り捨て

る。）を基

準額とす

る。 
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ア 所要時間３０分以下の場合 １，

８００円 

イ 所要時間３０分を超えて１時間

以下の場合 ２，８３０円 

ウ 所要時間１時間を超える場合 

４，１１０円に所要時間１時間から

計算して所要時間３０分を増すご

とに５９０円を加算した額 

（２） 身体介護を伴わない場合 

ア 所要時間３０分以下の場合 ７

５０円 

イ 所要時間３０分を超えて１時間

以下の場合 １，３８０円 

ウ 所要時間１時間を超える場合 

１，９３０円に所要時間１時間から

計算して所要時間３０分を増すご

とに４９０円を加算した額 

注 

１ 同時に２人の従業者が１人の利用者

に対して移動支援を行ったときは、そ

れぞれの従業者が行う移動支援につき

所定額を算定する。 

２ 夜間（午後６時から午後１０時まで

の時間をいう。）又は早朝（午前６時

から午前８時までの時間をいう。）に

移動支援を行った場合は、１回につき

所定額の１００分の２５に相当する額

を所定額に加算し、深夜（午後１０時

から午前６時までの時間をいう。）に
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移動支援を行った場合は、１回につき

所定額の１００分の５０に相当する額

を所定額に加算する。 

地域活動支援セン

ター 

１ 所要時間４時間未満の場合 

（１） 区分１ ４，１５０円 

（２） 区分２ ４，４５０円 

（３） 区分３ ４，７４０円 

２ 所要時間４時間以上６時間未満の場

合 

（１） 区分１ ５，２００円 

（２） 区分２ ５，６９０円 

（３） 区分３ ６，２００円 

３ 所要時間６時間以上の場合 

（１） 区分１ ５，９９０円 

（２） 区分２ ６，６３０円 

（３） 区分３ ７，２８０円 

注 

１ 各号に定める区分１、区分２及び区

分３については、身体障害者に係る厚

生労働大臣が定める区分（平成１５年

厚生労働省告示第３６号）及び知的障

害者に係る厚生労働大臣が定める区分

（平成１５年厚生労働省告示第３７

号）に規定する区分を準用する。 

２ 利用者に対して、入浴介助を行った

場合は、１日につき４００円を加算す

る。 

３ 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行令（平

仙台市又

は多賀城市

に所在する

事業所の場

合は、別に

定める割合

を乗じて得

た額（１円

未満の端数

が生じたと

きは、これ

を切り捨て

る。）を基

準額とす

る。 
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成１８年政令第１０号）第１７条第１

項第２号から第４号までに掲げる規定

に該当する利用者に対して、食事の提

供を行った場合は、１日につき４２０

円を加算する。 

日中一時支援 １ 所要時間４時間未満の場合 

（１） 区分１ １，２８０円 

（２） 区分２ １，５４０円 

（３） 区分３ １，９６０円 

２ 所要時間４時間以上８時間未満の場

合 

（１） 区分１ ２，５６０円 

（２） 区分２ ３，０８０円 

（３） 区分３ ３，９２０円 

３ 所要時間８時間以上の場合 

（１） 区分１ ３，８４０円 

（２） 区分２ ４，６２０円 

（３） 区分３ ５，８８０円 

注 

１ 各号に定める区分１、区分２及び区

分３については、児童に係る厚生労働

大臣が定める区分（平成１８年厚生労

働省告示第５７２号）に規定する区分

を準用する。 

２ 遷延性意識障害児（者）又は医師に

より筋萎縮性側索硬化症等の運動ニュ

ーロン疾患の分類に属する疾患を有す

ると診断された障害児（者）であると

きは、所要時間４時間未満の場合４，

仙台市又

は多賀城市

に所在する

事業所の場

合は、別に

定める割合

を乗じて得

た額（１円

未満の端数

が生じたと

きは、これ

を切り捨て

る。）を基

準額とす

る。 
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５７０円、所要時間４時間以上８時間

未満の場合９，１４０円及び所要時間

８時間以上の場合１３，７１０円を、

所定額にかかわらず算定する。また、

重症心身障害児（者）であるときは、

所要時間４時間未満の場合７，１６０

円、所要時間４時間以上８時間未満の

場合１４，３２０円及び所要時間８時

間以上の場合２１，４８０円を、所定

額にかかわらず算定する。 

３ １人の利用者に対して、１人以上の

従業者が専ら支援を行うことを要する

ものと市長が認め、当該利用者に対し

て１対１以上の体制で支援を行った場

合は、１日につき３，０００円を加算

する。 

訪問入浴サービス １回当たり、１２，６６０円  

別表第２（第９条の２関係） 

（平２３告示５３・追加、平２５告示６０・令５告示５６・一部

改正） 

区分 支給の特例の範囲 支給割合 申請期限 摘要 

障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

利用者又はその属する世帯の

生計を主として維持する者（以

下この表において「生計維持

者」という。）が、震災、風水

害、火災その他これらに類する

災害により、住宅、家財又はそ

の他の財産について著しい損

害を受け、かつ、次の各号のい

  災害を受け

た日から起

算して３月

を経過した

日。ただし、

当該期限ま

でに申請す

ることがで

災害を受

けた日の

属する月

から１２

月の間に

受けた障

害福祉サ

ービスに
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めの法

律施行

規則（平

成１８

年厚生

労働省

令第１

９号。以

下「施行

規則」と

いう。）

第３２

条第１

号に該

当する

場合 

ずれかに該当する者 きないやむ

を得ない理

由がある場

合はこの限

りでない。 

係る介護

給付費等

の額につ

いて適用

する。 

（１） 損害金額（保険金、

損害賠償金等により補てん

されるべき金額を除く。）

がその住宅、家財又はその

他の財産の価格の１０分の

５以上であること。 

１００分

の１００ 

（２） 損害金額（保険金、

損害賠償金等により補てん

されるべき金額を除く。）

がその住宅、家財又はその

他の財産の価格の１０分の

２以上１０分の５未満であ

ること。 

１００分

の９５ 

施行規

則第３

２条第

２号又

は第３

号に該

当する

場合 

長期入院、死亡、事業の休廃止、

失業その他の事情に該当する

ことにより収入が著しく減少

した生計維持者の世帯に属す

る支給決定障害者等のうち、当

該生計維持者に係るその年の

見積合計所得金額※１（当該事

情が生じた日の属する月から

１２月の間の見積所得金額）の

前年中（１月から６月までの間

に減免の申請をする場合にあ

っては前々年）の合計所得金額

※２に対する割合が２分の１

１００分

の９５ 

当該事情が

生じた日か

ら起算して

３０日を経

過した日。

ただし、当

該期限まで

に申請する

ことができ

ないやむを

得ない理由

がある場合

はこの限り

申請日の

属する月

から１２

月の間の

うち必要

と認める

期間に受

けた障害

福祉サー

ビスに係

る介護給

付費等の

額につい
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以下であるもの でない。 て適用す

る。 

施行規

則第３

２条第

４号に

該当す

る場合 

干ばつ、冷害、凍霜害等による

農作物の不作、不漁その他これ

に類する理由により収入が著

しく減少した生計維持者の世

帯に属する支給決定障害者等

のうち、当該生計維持者に係る

農作物又は水産物の減収によ

る損失額の合計額（減収価格か

ら農業保険法（昭和２２年法律

第１８５号）又は漁業災害補償

法（昭和３９年法律第１５８

号）によって支払われるべき共

済金額を控除した額をいう。）

の平年における農作物又は水

産物による収入額の合計額に

対する割合（以下「見積減収割

合」という。）が１０分の３以

上である者（農業所得及び漁業

所得以外の所得が４００万円

を超えるものを除く。）で、当

該生計維持者の前年中の合計

所得金額及び見積減収割合が

次のいずれかに該当するもの 

  干ばつ等の

被害を受け

た日から起

算して３月

を経過した

日。ただし、

当該期限ま

でに申請す

ることがで

きないやむ

を得ない理

由がある場

合はこの限

りでない。 

干ばつ等

の被害を

受けた日

の属する

月から１

２月の間

のうち必

要と認め

る期間に

受けた障

害福祉サ

ービスに

係る介護

給付費等

の額につ

いて適用

する。 

（１） 合計所得金額が１２

５万円以下で、かつ、見積

減収割合が１０分の３以上

であること。 

１００分

の１００ 
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（２） 合計所得金額が１２

５万円を超え２５０万円以

下で、かつ、見積減収割合

が１０分の５以上であるこ

と。 

１００分

の１００ 

（３） 合計所得金額が１２

５万円を超え２５０万円以

下で、かつ、見積減収割合

が１０分の３以上１０分の

５未満であること。 

１００分

の９５ 

（４） 合計所得金額が２５

０万円を超え、５００万円

以下であり、かつ、見積減

収割合が１０分の５以上で

あること。 

１００分

の９５ 

備考 

１ 見積合計所得金額とは、合計所得金額の見込額、雇用保険法（昭

和４９年法律第１１６号）に基づく給付その他これに類する給付並

びに児童扶養手当については給与収入とみなして算定した額、障害

年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第３５条第４項に規定する公的年金等控除

額に相当する額を控除した額、退職所得の金額については所得税法

第３０条第２項に規定する額とし、それらの合算額をいう。 

２ 合計所得金額とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。 

 


